
提

出

者

金

田

誠

一

平
成
十
二
年
十
一
月
十
六
日
提
出

質

問

第

三

五

号

外
務
省
秘
密
文
書
の
漏
洩
問
題
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書
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外
務
省
秘
密
文
書
の
漏
洩
問
題
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

先
の
政
府
答
弁
書
（
平
成
十
二
年
十
一
月
七
日
答
弁
）
に
関
し
再
度
質
問
す
る
。

一

外
務
省
の
秘
密
資
料
で
あ
る
「
信
号
情
報
Ｓ
Ｉ
Ｇ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
の
世
界
」
（
外
務
省
国
際
情
報
局
作
成
）
に
つ
い
て
以
下
の
点

を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

作
成
部
数
及
び
配
布
先
。

�

現
時
点
ま
で
の
廃
棄
部
数
。

�

現
在
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
る
部
数
。

�

現
時
点
ま
で
の
紛
失
部
数
及
び
所
在
不
明
の
部
数
。

�

同
資
料
の
タ
イ
ト
ル
が
「
国
家
公
務
員
法
」
第
百
条
で
定
め
る
「
秘
密
」
に
該
当
す
る
か
否
か
。

�

同
資
料
が
作
成
さ
れ
た
法
令
上
の
根
拠
。

�

同
資
料
に
係
わ
る
�
秘
密
保
全
管
理
者
�
秘
密
保
全
管
理
責
任
者
�
文
書
取
扱
責
任
者
（
い
ず
れ
も
「
秘
密
保
全
に
関

す
る
規
則
」
（
昭
和
四
十
五
年
外
務
省
訓
令
第
五
号
）
」
第
五
条
）
の
官
職
と
氏
名
。

�

他
省
庁
へ
の
配
布
又
は
閲
覧
の
た
め
に
回
付
し
た
事
実
。

一



二

外
務
省
の
秘
密
資
料
で
あ
る
「
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
読
本
」
（
同
右
）
に
つ
い
て
以
下
の
点
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

作
成
部
数
及
び
配
布
先
。

�

現
時
点
ま
で
の
廃
棄
部
数
。

�

現
在
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
る
部
数
。

�

現
時
点
ま
で
の
紛
失
部
数
及
び
所
在
不
明
の
部
数
。

�

同
資
料
の
タ
イ
ト
ル
が
「
国
家
公
務
員
法
」
第
百
条
で
定
め
る
「
秘
密
」
に
該
当
す
る
か
否
か
。

�

同
資
料
が
作
成
さ
れ
た
法
令
上
の
根
拠
。

�

同
資
料
に
係
わ
る
�
秘
密
保
全
管
理
者
�
秘
密
保
全
管
理
責
任
者
�
文
書
取
扱
責
任
者
（
い
ず
れ
も
右
訓
令
第
五
条
）

の
官
職
と
氏
名
。

�

他
省
庁
へ
の
配
布
又
は
閲
覧
の
た
め
に
回
付
し
た
事
実
。

三

政
府
と
し
て
は
、
「
信
号
情
報
Ｓ
Ｉ
Ｇ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
の
世
界
」
及
び
「
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
読
本
」
に
関
し
て
漏
洩
等
の
「
疑

い
が
あ
る
」
（
右
訓
令
第
八
条
）
と
の
認
識
を
有
し
て
い
な
い
の
か
。

四

外
務
省
に
お
い
て
次
の
規
則
が
制
定
さ
れ
た
法
令
上
の
根
拠
を
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二



�

「
秘
密
保
全
に
関
す
る
規
則
」
（
平
成
二
年
外
務
省
訓
令
第
二
号
）
。

�

「
「
秘
密
保
全
に
関
す
る
規
則
」
の
運
用
細
則
」
。

�

「
外
務
省
本
省
電
信
物
件
管
理
規
程
」
（
昭
和
五
十
三
年
外
務
省
訓
令
第
四
号
）
。

�

「
外
務
省
本
省
電
信
管
理
規
程
実
施
細
則
」
。

�

「
在
外
公
館
電
信
物
件
管
理
規
程
」
（
平
成
十
一
年
外
務
省
訓
令
第
四
号
）
。

�

「
外
務
省
に
お
け
る
秘
密
の
保
全
を
直
接
の
目
的
と
し
て
制
定
さ
れ
た
規
則
の
う
ち
、
そ
の
名
称
を
公
表
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
も
の
」
（
衆
議
院
議
員
金
田
誠
一
君
提
出
外
務
省
秘
密
文
書
の
漏
洩
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

（
平
成
十
二
年
十
一
月
七
日
答
弁
）
）
。

五

次
の
規
則
に
関
し
、
「
国
家
公
務
員
法
」
第
百
条
で
定
め
る
「
秘
密
」
に
該
当
し
な
い
部
分
に
関
し
て
は
そ
の
内
容
を
明

ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

「
「
秘
密
保
全
に
関
す
る
規
則
」
の
運
用
細
則
」
。

�

「
外
務
省
本
省
電
信
物
件
管
理
規
程
」
（
昭
和
五
十
三
年
外
務
省
訓
令
第
四
号
）
。

�

「
外
務
省
本
省
電
信
管
理
規
程
実
施
細
則
」
。

三



�

「
在
外
公
館
電
信
物
件
管
理
規
程
」
（
平
成
十
一
年
外
務
省
訓
令
第
四
号
）
。

六

刑
事
訴
訟
法
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
に
基
づ
く
告
発
に
関
し
て
以
下
の
点
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

書
類
の
不
備
を
も
っ
て
告
発
が
受
理
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
っ
た
こ
と
が
マ
ス
コ
ミ
報
道
等
で
散
見
さ
れ
る
が
、
そ
う
し

た
事
実
は
あ
る
の
か
。

�

告
発
の
申
し
立
て
に
関
し
決
め
ら
れ
た
書
式
等
が
あ
れ
ば
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

告
発
が
受
理
さ
れ
る
要
件
等
が
あ
れ
ば
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


